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警察庁では、犯罪の増加の基調に早急に歯止めを掛け、国民の不安を解消するため、平成15年
８月、「緊急治安対策プログラム」を策定・公表し（注１）、また、同プログラムを補完・加速化し、
治安再生への道筋を確実なものとするため、18年８月、「治安再生に向けた７つの重点」を策
定・公表しました（注２）。
しかしながら、「世界一安全な国、日本」を復活させていくためには、警察による取組みだけ

ではなく、官民の連携や様々な行政分野の連携が必要不可欠です。政府では、20年12月、犯罪
を起こさせないためのより広範な政策を総合的かつ持続的に講じていくため「犯罪に強い社会
の実現のための行動計画2008」（以下「新行動計画」といいます。）を策定しました。
警察では、真の治安再生を実現するため、新行動計画に基づく取組みを強力に推進していきます。

（１）犯罪対策閣僚会議の取組み
①　犯罪対策閣僚会議の開催とその考え方
治安情勢が危険水域に達し、国民が強い不安

感を抱くようになったことを背景に、政府全体
としての犯罪対策を進めることの重要性が認識
されました。そこで、「世界一安全な国、日本」
の復活を目指し、政府では、平成15年９月から、
首相が主宰し、全閣僚を構成員とする犯罪対策
閣僚会議を開催しています。犯罪対策全般を幅
広く取り扱う総合的かつ省庁横断的な枠組みが
設けられたのは犯罪対策閣僚会議が初めてです。
この会議で示された「治安回復のための３つの

視点」は、個々の施策を立案・実施・評価するた
めの視座を提供するだけでなく、総合的で包括的
な犯罪対策を実現するための理念としても機能し
ています。
② 「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」に基づく取組み
この３つの視点を前提としつつ、15年12月に開催された第２回犯罪対策閣僚会議において、

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」（以下「旧行動計画」といいます。）が策定されまし
た。旧行動計画では、計画策定後５年間を目途に、国民の治安に対する不安感を解消し、犯罪
の増勢に歯止めを掛け、治安の危機的状況を脱することを目標として、各施策を着実に実施し
ていくこととされました。
旧行動計画に沿って、関係機関連携の下での犯罪の取締りや水際対策の強化、刑法を始めと

する各種治安関係法令の改正、地方警察官等の増員等の施策が着実に講じられ、地方公共団体
や地域住民、関係事業者等の間でも、これに呼応した取組みが積極的に行われました。

治安を再生させるためには、警察による取組みだけでは十分ではありません。「世界一安
全な国、日本」の復活を目指して、国民の皆様の協力を得ながら、関係機関・団体等と連携
し、総合的な取組みを推進していきます。

注1：平成19年7月、盛り込まれた施策について政策評価を行い、政策の効果を様々な角度から明らかにしました。
2：平成20年4月、盛り込まれた施策が的確に推進されてきたことを確認しました。

水際対策を 
始めとした 
各種犯罪対策 

犯罪が生じにくい 
社会環境の整備 

国民が自ら安全を 
確保するための 
活動の支援 

図 Ⅰ - 1 治安回復のための3つの視点

「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」
について
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トピックスⅠ：「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」について

（２）「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」の策定
①　策定の経緯
平成20年６月に開催された第11回犯罪対策閣僚会

議において、14年に約285万件と戦後最悪を記録し
た刑法犯認知件数が19年には約191万件と10年ぶり
に200万件を下回るとともに、検挙率が19年には
31.7％まで回復するなど、旧行動計画策定後５年間
の取組みにより一定の成果が上がったことが確認さ
れました。
他方で、最近の治安情勢として、国民にとって

身近な犯罪である振り込め詐欺の被害額が過去４
年間でほとんど減少していないこと、凶悪な事件
が相次いで発生していることなどが報告されたほ
か、国民が依然として犯罪に対して不安を感じて
いることを示す世論調査等が報告されました。
このような情勢を踏まえ、首相から、各閣僚に対し、旧行動計画に代わる新たな行動計画を

策定するよう指示がなされました。この指示を受けて、各省庁において新たな行動計画に盛り
込むべき施策の検討が行われるとともに、有識者ヒアリングが10回にわたり実施され、また、
広く国民の皆様の御意見を伺うため、意見公募手続が実施されました。
そして、20年12月に開催された第12回犯罪対策閣僚会議において、新行動計画が策定されました。
②　新行動計画の内容
新行動計画では、15年に示された「治安回復の

ための３つの視点」は、治安再生への取組みを更
に推し進めていく上で今後とも重要であり、社会
情勢の変化に応じて有効な犯罪対策を講じていく
ために維持すべきものとされました。
新行動計画は、犯罪対策の推進に関する政府の

基本的な考え方を示した前文と、現下の犯罪情勢
の特徴的傾向に即した７つの重点課題ごとに取り
まとめられた総計172項目（重複項目を含む。）の
個別施策から成っています。前文では、治安関係
機関による取締りだけでなく、犯罪が発生する原
因及び社会的背景を踏まえて、犯罪を起こさせな
いためのより広範な政策を総合的かつ持続的に講
じていくことが、中長期的な治安の改善に資するも
のとされ、社会における相互信頼の醸成を目指すこ
とにより、社会の安全と安心は大きく向上するとい
う考え方が示されました。
新行動計画は、計画策定後５年間を目途に、犯罪を
更に減少させ、国民の治安に対する不安感を解消し、
真の治安再生を実現することを目標としています。
警察では、国民の皆様の協力を得ながら、関係

機関・団体等と連携し、新行動計画に基づく取組
みを強力に推進していきます。

第12回犯罪対策閣僚会議（提供:内閣広報室）

① 身近な犯罪に強い 
　 社会の構築 

② 犯罪者を生まない 
　 社会の構築 

③ 国際化への対応 
④ 犯罪組織等反社会 
　 的勢力への対策 

⑤ 安全なサイバー 
　 空間の構築 

⑥ テロの脅威等への 
　 対処 

⑦ 治安再生のための 
　 基盤整備 

図 Ⅰ - 2 「犯罪に強い社会の実現のた
めの行動計画2008」におけ
る7つの重点課題

外国人による地域での防犯活動
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一連の司法制度改革により、刑事裁判の充実・迅速化等を図るための方策として、公判前整
理手続、即決裁判手続及び被疑者に対する国選弁護人制度等の各制度が順次導入され、平成21
年５月21日には裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が全面施行されました。同法に基づく
裁判員制度の下では、一般国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と共に被告人
が有罪かどうか、有罪の場合にどのような刑にするかを決めることとなります。
警察では、法律の専門家ではない裁判員の的確な心証形成が可能となるよう、犯行の裏付け

となる客観的証拠の収集の徹底、裁判員が理解しやすいような簡略明瞭な捜査書類の作成等の
取組みを実施しているほか、次のような取調べをめぐる諸施策を推進しています。

（１）警察における取調べの録音・録画の試行
警察では、裁判員裁判における自白の任意性の効果的・効率的な立証方策を検討するため、

平成20年９月から警視庁、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察及び大阪府警察において取
調べの録音・録画の試行を開始し、21年２月末までの半年間で、66件実施しました。
この試行状況を警察庁において検証した結果、
・ 試行において録音・録画されたDVDについては、自白の任意性の効果的・効率的な立
証方策となり得ると考えられる
・ 被疑者が、録音・録画を拒否する事例や供述内容・態度を変化させる事例が存在した
ことから、取調べの真相解明機能に影響を及ぼす場合があることが明らかとなったため、
実施に当たっては、録音・録画の方法について十分に配慮すべきである

ことなどが分かりました。
21年４月以降、すべての都道府県警察において、実施例を積み重ね、試行に係るDVDの公判

における利用状況等を検証することなどによって、裁判員裁判における自白の任意性の効果
的・効率的な立証に資するには、いかなる方策が有効であるかをより多角的に検討することと
しています。

（２）取調べの適正化
我が国の刑事手続において、被疑者の取調べは、事案の真相解明に極めて重要な役割を果た

しています。しかし、昨今、その在り方が問われる深刻な無罪判決が相次ぎ、取調べを始めと
する警察捜査に対する国民の信頼が大きく揺らぎました（注）。

警察では、取調べをめぐる諸施策を着実に実施し、警察捜査に対する国民の信頼を確かな
ものとするよう全力を尽くしていきます。

警察捜査における取調べをめぐる諸施策トピックスⅡ

被疑者（模擬）

取調べ警察官

補助者

取調べの録音・録画の試行状況（イメージ）

注：平成19年3月、15年に行われた鹿児島県議会議員選挙に関する公職選挙法違反事件の被告人に対する無罪判決が、19年10月、14年に
富山県で発生した強姦

かん

及び同未遂事件の元被告人に対する再審無罪判決が、それぞれ確定しました。
なお、21年6月には、2年に栃木県で発生した女児殺人事件につき、再審請求を受けた東京高等裁判所が実施したDNA型の再鑑定の結果
を受けて、服役中の男性の刑の執行が停止され、釈放されました。この事件については、今後、警察において、捜査における問題点等につ
いて検討することとしています。
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トピックスⅡ：警察捜査における取調べをめぐる諸施策

また、裁判員制度の下では、警察捜査の結果が直接国民の視点から検証されることとなりま
す。したがって、裁判員の心証形成に資するという観点からも、警察における捜査手続、とり
わけ被疑者の取調べの在り方について、一層の適正性の確保が求められています。
このような諸情勢を踏まえ、国家公安委員会は、警察捜査における取調べの一層の適正化を

喫緊の課題と認め、平成19年11月、「警察捜査における取調べの適正化について」を決定しま
した。警察庁では、この決定に基づき、20年１月、警察が当面取り組むべき施策の柱を、取調
べに対する監督の強化、取調べ時間の管理の厳格化、その他適正な取調べを担保するための措
置及び捜査に携わる者の意識向上の４点とする「警察捜査における取調べ適正化指針」（以下
「指針」といいます。）を取りまとめました。

指針の最大の眼目は、取調べ
に対する監督の強化、すなわち、
捜査部門以外の部門による取調
べに関する監督であり、被疑者
取調べ適正化のための監督に関
する規則（以下「取調べ適正化
規則」といいます。）の制定に
より制度化され、21年４月に施
行されました。
取調べ適正化規則に基づく被

疑者取調べの監督は、不適正な
取調べにつながるおそれがある
行為である監督対象行為の有無
を確認し、これを現に認めた場
合には取調べを中止させるなど
の措置をとることにより行い、
不適正な取調べを未然に防止す
ることを目的としています。
警察では、警察庁長官官房総務課に取調べ監督指導室を、警視庁及び道府県警察本部の総務

又は警務部門に取調べに関する監督を担当する所属を設置するなど所要の体制整備を行い、制
度の適正な運用を図っています。

警察は、この指針にのっとり、取調べの適正化に向けた施策を迅速かつ着実に実施

 「警察捜査における取調べの適正化について」（平成19年11月1日付け国家公安委員会決定）を受け、
警察庁において、鋭意、対策の検討を進め、警察が当面取り組むべき施策を取りまとめたもの

取調べ時間の管理の厳格化
○取調べは、原則として、深夜に又は
長時間にわたり行うことを避けなけ
ればならない。
○次の取調べは、事前に承認を受けな
ければならない。
・午後10時から翌日の5時までの間
・1日当たり8時間を超える場合

取調べに対する監督の強化
○捜査部門以外の部門による
取調べに関する監督

　（取調べ適正化規則の制定）

取調べに関する監督の対象とな
る行為を類型的に定め、総務又は
警務部門による監督を実施

○取調べ過程・状況に関する書
面による記録制度の充実

取調べ状況報告書の作成を、任
意捜査段階の被疑者の取調べ
にも義務付け

捜査に携わる者の意識向上
○適正捜査に関する教養の充実
○実践的な教養の実施
○技能伝承官の活用
○部外講師の積極的な招へい
○人事上の措置

・勤務成績の処遇への的確な反映
・積極的な表彰の実施
・懲戒処分の行為類型の明確化
・監督対象行為への厳正な対処
・適材適所の人事配置の推進

その他適正な取調べを
担保するための措置

○取調べ室の設置基準の明確化
○取調べ状況の把握を容易にするた
めの施設整備の一層の充実

全取調べ室に透視鏡等を設置

図 Ⅱ - 1 警察捜査における取調べ適正化指針の概要

警察本部警察署

被疑者等から苦情の申出等

措置内容等を報告
報　告

通　知

調　査

取調べ監督官（総務課又は警務課）

確　認
取調べの視認
取調べ状況報告書の閲覧
等による取調べ状況の確認

取調べの中止要求等
措置要求

捜査主任官 取調べ状況を報告

取調べ 確認

措置要求

巡
察
官
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調
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監
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図 Ⅱ - 2 警察署における取調べの監督業務の流れ



コンピュータ、携帯電話等の電子機器が一般に普及し、あらゆる犯罪に悪用されるようにな

ってきており、その捜査に当たっては、各種電子機器に保存されている電磁的記録の解析が必

要不可欠となっています。また、裁判員制度の下では、法律や技術の専門家ではない裁判員の

的確な心証形成が可能となるよう、客観的証拠の収集の徹底を図る必要があります。

警察では、消去、改ざん等が容易な電磁的記録の適正な手続による解析・証拠化等を行うた

め、関係機関等と連携しながら、デジタルフォレンジックを強化しています。

（１）デジタルフォレンジックの重要性
電子機器等に保存されている犯罪捜査に必要な情報を証拠化するためには、電子機器等から当

該情報を抽出した上で、文書や画像等の人が認識できる形に変換するという電磁的記録の解析が

必要不可欠となります。その際、破損した電子機器等からの情報の抽出・解析や暗号等で隠ぺい

された情報の抽出・解析等、高度な技術が求められます。

また、電子機器等の

進歩は著しく、次々と

新たな機器が登場する

ことから、常に最新の

技術や情報を収集・活

用していくことが重要

となります。

（２）デジタルフォレンジックの強化に向けた警察の取組み
①　体制の整備
警察では、警察庁情報通信局、管区警察局情報

通信部及び都道府県（方面）情報通信部に情報技

術解析課を設置し、都道府県警察が行う犯罪捜査

において、捜索差押え現場でコンピュータ、電磁

的記録媒体等を差し押さえるための技術的指導や

押収した携帯電話、コンピュータ等から証拠を取

り出すための解析等のデジタルフォレンジックを

活用した技術支援体制を構築しています。

各都道府県（方面）情報通信部情報技術解析課

が実施した技術支援の件数は、図Ⅲ‐２のとおり

増加傾向にあります。

警察では、犯罪を立証する上で重要な役割を果たすデジタルフォレンジック（犯罪の立証
のための電磁的記録の解析技術及びその手続）を強化し、適正な手続による客観的証拠の収
集の徹底を図っています。

46

破損した電子機器に保存された
電磁的記録の解析 メール 

帳簿データ 
アドレス帳 

　　　　　　等 

f46ed3 
f5300c 
e567bb 
21e8a8

電子機器・電磁的 
記録媒体の押収 

電磁的記録（電子 
データ）の解析 証拠化等 

被疑者の特定 

犯罪事実の証明 

犯罪組織の解明 

等 

図 Ⅲ- 1 デジタルフォレンジック

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成17 18 19 20 （年）

（件）

11,001

15,003

17,685 18,497
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デジタルフォレンジックの強化トピックスⅢ
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トピックスⅢ：デジタルフォレンジックの強化

ト
ピ
ッ
ク
ス
Ⅲ 

②　解析能力の向上
警察庁技術センター（注１）では、都道府県（方面）情報通

信部で対応が困難な暗号等により隠ぺいされた情報、破損

したハードディスク等に記録された情報の抽出・解析等を

行うとともに、新たな解析手法の検討を行っています。

また、コンピュータ・ウイルス等の不正プログラムを作

成するなどの高度な技術を利用した犯罪の発生や新たな電

子機器等の登場に対応するため、警察庁情報通信局情報技

術解析課における調査、警察情報通信研究センターにおけ

る研究等を通じて電磁的記録の解析に関する知見の集約・

体系化を進め、解析能力の向上を図っています。

さらに、管区警察局及び都道府県（方面）情報通信部の職員がその技術を適切に活用できる

よう、警察大学校における教育訓練等を通じた人材育成を行っています。

③　関係機関等との連携の強化
警察では、電磁的記録の解析に必要な技術情報を得るため、電子機器等の製造業者を始めと

する企業との技術協力を推進するとともに、国内捜査関係機関が参加するデジタルフォレンジ

ック連絡会及びアジア大洋州地域の捜査関係機関が参加するサイバー犯罪捜査技術会議の開催

やデジタルフォレンジックの世界的権威であるNFI（注２）への職員の派遣等を通じて情報共有を

図るなど、関係機関等との連携の強化に努めています。

注1：平成11年4月、サイバー犯罪対策に関し都道府県警察を技術的に指導する組織として警察庁情報通信局に技術対策課（現情報技術解析
課）が設置された際、その技術的な中核組織として同課に開設されたもので、特に高度かつ専門的な知識及び技能を有する職員が配置さ
れ、高性能の解析用資機材を備えています。

2：Netherlands Forensic Institute（オランダフォレンジック研究所）

1 大学院生（24）が、著作者の意に反する改変を行ったテレビアニメの静止画像をコンピュー
タ・ウイルスに添付し、ファイル共有ソフト「ウィニー（Winny）」を使用して公衆送信した著
作権法違反（著作権侵害等）事件に関し、近畿管区警察局京都府情報通信部は、平成20年1月
にコンピュータ・ウイルスの解析を行うなど、事件解決に向けた技術支援を行った。

2 公立学校教員採用選考試験をめぐる贈収賄事件に関し、九州管区警察局大分県情報通信部は、
20年6月に大分県警察によるコンピュータ等の捜索差押えの現場に職員を派遣し、押収したコ
ンピュータ等の解析を行うなど、事件解決に向けた技術支援を行った。

警察庁技術センターでの解析作業

アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議デジタルフォレンジック連絡会



48

平成20年中は、６月に岩手・宮城内陸地震、７月に岩手県沿岸北部を震源とする地震が発生

したほか、局地的かつ短時間に降る大雨等の災害により全国各地で大きな被害が発生しました。

警察は、24時間体制で災害に備えており、大規模災害（注１）発生時等には、直ちに災害警備本

部等を設置するなど体制を整えるとともに、必要に応じて広域緊急援助隊を運用し、都道府県

警察の単位を越え、一体となって被災者の救出救助、交通対策、防犯活動、被災者支援等、幅

広い活動を行います。

これらの活動を円滑に行うため、国民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

（１）広域緊急援助隊
広域緊急援助隊は、平成７年１月の阪神・淡路大震災の教訓を

踏まえ、大規模災害発生時等において都道府県警察相互の広域的

かつ迅速な援助により警察活動を効果的に行うため、同年６月、

各都道府県警察に設置されました。同隊は、

・　被災者の救出救助等を行う警備部隊

・　緊急交通路の確保等を行う交通部隊

・　検視や遺族等への安否情報の提供等を行う刑事部隊

で構成されており、約4,700人の警察職員が隊員に指定され、各都

道府県警察において厳しい訓練を重ねるとともに、毎年、管区警

察局ごとに合同訓練を行い、救出救助能力の向上に努めています。

警察では、17年４月に、12都道府県警察（注２）の広域緊急援助隊

に、極めて高度な救出救助能力を持つ特別救助班（P-REX）（注３）

を設置したほか、平素から、装備資機材の整備・充実等、体制の

強化を図っています。

（２）大規模災害発生時等における警察活動
警察は、一人でも多くの被災者を救うため、地方公共団体や消

防等と連携しながら救出救助に当たります。また、被災者の救出

救助にとどまらず、交通対策、防犯活動、被災者支援等を行うな

ど、警察は、その機動力と持続力をいかし、長期にわたる活動に

おいても臨機応変に対応し、国民の皆様の安全・安心を守ります。

このほか、外国で大規模な災害が発生した際にも、国際緊急援

助活動を行っています（208頁参照）。

警察は、いかなる災害にも迅速かつ的確に対応できる体制を整え、警察の総力を結集して
国民の皆様の安全・安心を守ります。

広域緊急援助隊

ヘリコプターによる救出救助訓練を行う
広域緊急援助隊

倒壊ビルからの救出救助訓練を行う
特別救助班

注1：震度6弱以上（東京都23区内にあっては震度5強以上）の地震その他の大規模な災害
2：北海道、宮城、警視庁、埼玉、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、広島、香川及び福岡
3：Police Team of Rescue Experts

大規模災害に対する警察の取組みトピックスⅣ



①　災害警備体制の確立
大規模災害発生時等には、直ちに情報収集・連絡体制を確立し、災害の規模等に応じて警察

庁並びに被災地を管轄する都道府県警察及び管区警察局に災害警備本部等を設置します。警察

庁では、被害情報の収集や関係機関との連絡調整を行うとともに、広域緊急援助隊、ヘリコプ

ター等の派遣の調整を行うなど、広域的な応援のための措置をとります。

岩手・宮城内陸地震では、17都道県警察から、８日間で延べ約1,430人の広域緊急援助隊、17

日間で延べ約60機のヘリコプター等が派遣されました。

②　被災者の救出救助
災害発生直後における警察の最大の任務は、被災者の救出

救助です。

岩手・宮城内陸地震では、二

次災害の危険性が高い中、被災

者の救出救助に当たり、国道に

架かる橋が崩落し、約40人の地

域住民等が立ち往生する事態と

なった岩手県一関市には、広域

緊急援助隊特別救助班等がヘリ

コプターで急行し、関係機関と

協力して全員を救出しました。

なお、被災者の救出救助は、

地域住民に最も身近な存在であ

る交番・駐在所の地域警察官に

より行われることも多く、平成

19年７月の新潟県中越沖地震で

は、駐在所の警察官が、倒壊家

屋の瓦
が

礫
れき

の中から生き埋めとな

っていた男性を救出しました。

また、自然災害以外でも、17年４月のJR西日本福知山線列

車事故では、車両が複雑にマンションに食い込む困難な状況

の中、広域緊急援助隊特別救助班は、マンションの崩落を防

ぎながら車両を切断するなどして、救出救助に当たりました。

③　交通対策・防犯活動
警察では、道路の被害状況の把握に努め、通行不能な道路や

危険な道路への通行制限を行うほか、地域住民等の避難路や

緊急交通路を確保するため、必要に応じて交通規制を行いま

す。また、被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃

盗犯等を防止するため、被災地におけるパトロールの強化、

避難所の定期的な巡回等を行います。

岩手・宮城内陸地震では、発生直後から約１か月半にわた

り、交通対策や防犯活動を行い、地域住民等の安全・安心の

確保に万全を期しました。
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トピックスⅣ：大規模災害に対する警察の取組み

ト
ピ
ッ
ク
ス
Ⅳ 

宮城県警察広域緊急援助隊
特別救助班班長 永野 裕二　警部補

岩手・宮城内陸地震では、山間地
で、被災された方々を救出するため
に、ヘリコプターから降下し、渓流
をさかのぼり、土砂をかき分け、い
くつもの尾根を越えて、被災現場に
向かいました。
土石流により大きな被害を被った

駒ノ湯温泉では、倒壊した建物から
被災者4人を救出し、倒木を取り除き、
スコップで泥水をかき出しながら残
る行方不明者を捜索しました。
不眠不休で活動する中、被災者の

方々からいただいた温かいおにぎり
とねぎらいの言葉がうれしかっただ
けに、全員を救出できなかったこと
が残念でなりません。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●隊員の声

通行制限を行う警察官

被災地で活動する広域緊急援助隊

事故現場で活動する特別救助班
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④　被災者支援
警察では、やむを得ず

自宅を離れて避難する被
災者の支援に万全を期す
るため、女性警察官を中
心とした被災者支援隊を
編成し、相談窓口の設置
や避難所への訪問による
相談活動等を行います。
阪神・淡路大震災において被災者支援に当たった「のじぎく
パトロール隊」の活躍を踏まえ、岩手・宮城内陸地震では、宮
城県警察が「栗駒シャクナゲ隊」を、岩手県警察が「イーハト
ーブ隊」を、それぞれ編成し、避難所等において被災者支援の
活動を行いました。
⑤　通信対策
大規模災害発生時等において、現場の状況を把握し、指

揮・命令・報告等を確実に実施するためには、警察本部と現
場警察官との間の通信手段の確保が必要不可欠です。各都道
府県情報通信部等（注）に設置されている機動警察通信隊は、大
規模災害発生時等には、速やかに出動して、臨時の無線回線
の設定や衛星通信車等による現場の映像の伝送等、必要な通
信対策を行っています。
岩手・宮城内陸地震では、両県を始め、近隣県や東北・関

東管区警察局の機動警察通信隊が出動し、山間部における無
線回線を確保するとともに、現地の映像をリアルタイムに警
察本部、警察庁、首相官邸等に伝送しました。

（３）災害の発生に備えて
災害は、いつ、どこで発生するか分からない上、災害の種別、規模、発生する時間帯や地域等
により被害の様相が大きく異なります。警察では、過去の災害を教訓とし、いかなる災害にも迅
速かつ的確に対応できるよう、災害警備計画を策定し、様々な事態を想定した実践的訓練を積み
重ね、災害の発生に備えた体制の整備を行っています。
また、平素の警察活動を通じて、
地域住民等に対して災害発生時の
避難場所、避難時の留意事項等に
ついて周知徹底を図り、デパート、
劇場等多人数の集合する場所の管
理者に対して非常の際の誘導要
領、照明・予備電源の確保等につ
いて検討をお願いしているほか、
関係機関・団体と連携しながら、
地域住民等による防災活動を促進
しています。

注：管区警察局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部及び方面情報通信部

宮城県若柳警察署地域課
栗駒シャクナゲ隊 遊佐 晃子　巡査長
栗駒シャクナゲ隊の一員として、1

か月以上にわたって支援に携わり、
被災者の方々の心の痛みや不安を共
有し、それらを少しでも和らげるよ
う努めたところ、避難所で知り合っ
た母子から、後日お礼の手紙をいた
だきました。被災者の方々と真剣に
向き合えば、心が通じ合うというこ
とに大変感激しました。今後もこの
感激を胸に、県民の方々に役立つ活
動を続けたいと思います。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●隊員の声

手紙に同封されていた遊佐巡査長の似顔絵

被災地で通信対策を行う機動警察通信隊

避難所を訪問するイーハトーブ隊

列車事故を想定した訓練山間部における災害を想定した訓練


